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相続法はどう変わる？
――②中間試案における遺言・遺留分などの取扱い

務
省
の
法
制
審
議
会
の
民
法

（
相
続
関
係
）
部
会
の
第
14

回
部
会
（
以
下
、
本
件
部
会
）
で
は
、

「
民
法
の
相
続
関
係
（
相
続
法
）
の

改
正
」
の
各
案
に
つ
い
て
、
今
後
の

方
向
性
の
検
討
が
行
わ
れ
た
（
図
表

１
）。
今
回
は
、
こ
の
う
ち
４
〜
７

の
案
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
く
。

　

な
お
、
本
件
部
会
で
は
、
平
成
29

年
中
に
改
正
案
要
綱
の
取
り
ま
と
め

を
目
指
す
と
さ
れ
て
い
る
。

自
筆
証
書
遺
言

⑴
自
筆
証
書
遺
言
の
自
書
要
件

①
現
行
の
取
扱
い
（
図
表
２
）

　

遺
言
で
は
別
紙
と
し
て
遺
産
目
録

を
作
成
し
、
そ
の
遺
産
目
録
に
財
産

を
特
定
す
る
た
め
の
事
項
を
記
す
こ

と
が
多
い
。
例
え
ば
、
不
動
産
で
あ

れ
ば
登
記
情
報
（
土
地
の
場
合
は
所

在
地
や
地
積
、
建
物
の
場
合
は
所
在

地
、
家
屋
番
号
、
種
類
や
床
面
積
な

ど
）、預
貯
金
で
あ
れ
ば
金
融
機
関
名
、

口
座
番
号
な
ど
の
事
項
が
記
さ
れ
る
。

　

自
筆
証
書
遺
言
は
遺
言
の「
全
文
」

を
自
筆
で
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い

　

中
間
試
案
で
は
「
財
産
の
特
定
に

関
す
る
事
項
」
は
自
書
が
不
要
と
さ

れ
た（
図
表
３
）。
こ
の
案
が
通
れ
ば
、

遺
産
目
録
を
遺
言
者
以
外
の
者
の
代

筆
や
、
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
す
る
な
ど

し
、
そ
の
全
ペ
ー
ジ
に
遺
言
者
の
署

た
め
、
こ
の
遺
産
目
録
も
す
べ
て
自

書
が
要
求
さ
れ
る
。
遺
言
者
が
高
齢

の
場
合
な
ど
は
作
成
負
担
が
大
き
く
、

自
筆
証
書
遺
言
の
利
用
を
妨
げ
る
要

因
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

②
中
間
試
案
の
取
扱
い

②
中
間
試
案
の
取
扱
い

　

法
定
相
続
分
を
超
え
る
部
分
の
取

得
に
つ
い
て
は
、「
遺
贈
」「
相
続
分

の
指
定
」「
遺
産
分
割
方
法
の
指
定
」

の
い
ず
れ
に
あ
た
る
か
ど
う
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
一
律
に
登
記
な
ど
の
対

抗
要
件
が
必
要
と
さ
れ
た
。

⑵
相
続
債
務
の
負
担

①
現
行
の
取
扱
い

　

遺
言
で
法
定
相
続
分
と
異
な
る
相

続
分
が
定
め
ら
れ
て
い
て
も
、
相
続

債
務
に
関
し
て
は
、
判
例
上
、
原
則

と
し
て
法
定
相
続
分
に
従
っ
た
割
合

で
各
相
続
人
が
相
続
し
、
返
済
の
義

務
を
負
う
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
債

務
を
返
済
す
る
資
力
の
な
い
相
続
人

に
相
続
債
務
の
す
べ
て
を
相
続
さ
せ

る
遺
言
が
さ
れ
た
場
合
、
債
権
者
は

返
済
を
受
け
ら
れ
ず
に
不
利
益
を
被

る
た
め
、
妥
当
で
な
い
か
ら
だ
。

②
中
間
試
案
の
取
扱
い

　

中
間
試
案
で
は
、
債
権
者
に
対
す

る
関
係
で
は
現
行
と
同
じ
く
法
定
相

続
分
に
従
っ
た
割
合
で
債
務
を
相
続

す
る
が
、
相
続
人
間
で
の
債
務
の
負

担
割
合
は
、
原
則
と
し
て
遺
言
で
定

に
な
り
、
相
続
人
は
相
続
開
始
後
、

遺
言
を
保
管
す
る
公
的
機
関
で
遺
言

の
原
本
を
閲
覧
す
る
か
正
本
の
交
付

を
受
け
て
、
遺
言
の
内
容
を
速
や
か

に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、

こ
の「
公
的
機
関
」
の
候
補
に
は「
法

務
局
、
公
証
役
場
、
市
区
町
村
」
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
引
き
続

き
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

遺
言
の
効
力
な
ど

⑴
対
抗
要
件

①
現
行
の
取
扱
い

　

遺
言
に
よ
り
処
分
さ
れ
た
相
続
財

産
に
つ
い
て
、
相
続
人
が
対
抗
要
件

（
登
記
な
ど
）
を
備
え
る
前
に
、
法

定
相
続
を
前
提
と
し
た
譲
渡
が
さ
れ

た
場
合
に
は
、
相
続
人
は
権
利
を
主

張
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
が

あ
る
。

　

判
例
で
は
、相
続
人
の
取
得
が「
遺

贈
」
に
あ
た
る
場
合
は
、
対
抗
要
件

が
必
要
で
あ
る
一
方
、「
相
続
分
の

指
定
」
ま
た
は
「
遺
産
分
割
方
法
の

指
定
」
の
場
合
に
は
対
抗
要
件
は
不

要
と
さ
れ
て
い
た
。

法名
押
印
を
す
れ
ば
、
有
効
な
自
筆
証

書
遺
言
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

⑵
自
筆
証
書
遺
言
の
保
管
制
度

①
現
行
の
取
扱
い

　

公
正
証
書
遺
言
と
異
な
り
自
筆
証

書
遺
言
に
は
、
作
成
後
の
遺
言
原
本

を
公
的
機
関
に
保
管
す
る
制
度
は
な

い
。
そ
の
た
め
、
遺
言
の
紛
失
や
変

造
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
後
日
そ
の
存

在
や
有
効
性
を
巡
り
紛
争
が
生
じ
や

す
い
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。

②
中
間
試
案
の
取
扱
い

　

公
的
機
関
で
自
筆
証
書
遺
言
の
原

本
を
保
管
す
る
制
度
を
新
た
に
創
設

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
を

利
用
す
る
と
、
検
認
手
続
き
が
不
要

図表１　中間試案の主な内容と今後の方向性（本件部会時点）
改正案 内容 今後の方向性

１ 配偶者の居住権
短期：遺産分割確定までの間、無償で建物を使用できる 検討
長期：終身または一定期間建物を使用できる 検討

２ 配偶者の
相続分引上げ

婚姻後の財産増加割合によって配偶者の具体的相続分を
増やすか、20年（または30年）の間、婚姻している場合
に法定相続分を増やす

撤回方向※１

３ 可分債権の取扱い 預貯金債権を遺産分割の対象とする 検討※２

４ 自筆証書遺言

遺言のうち財産の特定に関する事項（不動産の所在地や
預金の口座番号）については自書を不要とする 検討

遺言の訂正部分の押印を不要とする 撤回方向
遺言（原本）を公的機関に保管委託できるようにする 検討

５ 遺言の効力など

法定相続分を超えて取得した部分は対抗要件が必要 検討
相続債務の相続人間での負担割合を相続分の指定などに
応じた割合とすることができる 検討

遺贈義務者は、遺贈の対象物・権利の担保責任を負う 検討

６ 遺留分減殺請求

減殺請求をすると原則として金銭で支払われる 検討
相続開始前の一定期間（５年など）に、相続人への生前
贈与があった場合、遺留分算定基礎財産に算入 検討

相続人に遺贈・贈与された法定相続分を超える部分の財
産を減殺対象とする 撤回方向

遺留分の計算の際、遺留分権利者が得た財産価額は具体
的相続分相当額とする 検討

７ 相続人以外の者の
貢献

相続人以外の者が被相続人の看護などをした場合、金銭
を請求できる 検討

※１ 第15回部会において、相続分引上げに代わるものとして、特別受益の持戻しの免除に関する規定が検討
されている。

※２ 現在、預金債権の遺産分割に関する事件が最高裁判所の大法廷で審理中であり、判例が変更される可能
性があるため、その判決を待って検討を進めることとされている。

（注） 各改正案の今後の方向性については、本件部会時点での検討結果に基づくものであり、今後も変更の可
能性があることに留意されたい。

（出所） 「民法（相続関係）等の改正に関する中間試案」および本件部会資料14「今後の検討の方向性について」
を基に大和総研作成

図表２　自筆証書遺言（現行制度）
作成手順など
・遺言の全文（遺産目録を含む）、日付、氏名を遺言者が自書し、押印して作成
・ 相続開始後、遺言を家庭裁判所に提出して立会いの下で開封・確認する（検認手続）
メリットとデメリット
・メリット：費用がかからず手軽に作成でき、遺言があることを秘密にできる
・デメリット： 内容の間違いや、遺言の紛失・偽造・変造のおそれがあるため、そ

の存在や有効性をめぐって後日紛争が生じやすい
（出所）法令を基に大和総研作成

図表３　自筆証書遺言（中間試案による改正後の制度）
作成手順
・遺言書本文については、本文、日付、氏名を遺言者が自書し、押印して作成（現行と同じ）
・ 遺産目録については、パソコンで作成可。ただし、すべてのページに遺言者の署
名押印が必要

（出所） 中間試案の参考資料「自筆証書遺言の方式（全文自書）の緩和方策として考えられる例」
を基に大和総研作成

①遺言書本文の例 ②遺産目録の例

遺言書 物件等目録

甲野太郎㊞

１　私は、私の所有する別紙目
録第１記載の不動産を、長男甲
野一郎（昭和○年○月○日生）
に相続させる。
２　私は、私の所有する別紙目
録第２記載の預貯金を、次男甲
野次郎（昭和○年○月○日生）
に相続させる。
平成○年○月○日

第１　不動産
１ 土地
　所在 東京都○区○町○丁目
　地番 ○番○
　地積 ○○平方メートル
２　建物
　所在 東京都○区○丁目○番地

すべて
遺言者の自書

パソコン等で
作成可

すべてのページに
遺言者の

署名押印が必要 甲野太郎㊞
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遺
贈
の
目
的
と
な
る
財
産
が
相
続
財

産
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、
遺
贈
義

務
者
（
相
続
人
な
ど
）
が
相
続
開
始

時
の
状
態
で
、
そ
の
財
産
を
受
遺
者

（
遺
贈
を
受
け
る
者
）
に
引
き
渡
す

義
務
を
負
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

現
行
で
は
、
遺
贈
の
目
的
と
な
る

財
産
が
「
不
特
定
物
」
の
場
合
に
限

っ
て
、
遺
贈
義
務
者
は
こ
の
担
保
責

任
を
負
う
。「
不
特
定
物
」
と
は
、

物
の
個
性
に
着
目
せ
ず
、
単
に
「
あ

る
メ
ー
カ
ー
の
パ
ソ
コ
ン
10
台
」
と

い
っ
た
よ
う
な
物
を
指
す
。

②
中
間
試
案
の
取
扱
い

　

中
間
試
案
で
は
、
遺
贈
の
目
的
と

な
る
財
産
が
「
不
特
定
物
」
か
ど
う

か
に
か
か
わ
ら
ず
、
遺
贈
義
務
者
は

担
保
責
任
を
負
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

遺
留
分
減
殺
請
求

⑴
減
殺
請
求
の
効
果

①
現
行
の
取
扱
い

　

遺
留
分
減
殺
請
求
を
す
る
と
遺
贈

ま
た
は
贈
与
は
遺
留
分
を
侵
害
す
る

限
度
で
無
効
と
な
り
、
遺
贈
ま
た
は

贈
与
さ
れ
た
財
産
は
、
受
贈
者
と
遺

め
ら
れ
た
相
続
分
と
同
じ
と
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
。

　

例
え
ば
、
相
続
人
が
Ａ
と
Ｂ
の
２

人
、
相
続
債
務
が
３
０
０
万
円
の
場

合
で
、
法
定
相
続
分
は
各
２
分
の
１

で
あ
る
が
、
遺
言
で
相
続
分
が
Ａ
は

３
分
の
２
、
Ｂ
が
３
分
の
１
と
定
め

ら
れ
て
い
た
ケ
ー
ス
を
考
え
る
。

　

債
権
者
に
対
す
る
関
係
で
は
法
定

相
続
分
ど
お
り
に
相
続
し
た
こ
と
と

な
る
た
め
、
債
権
者
は
Ａ
と
Ｂ
の
ど

ち
ら
に
対
し
て
も
、
相
続
債
務
の
２

分
の
１
に
あ
た
る
１
５
０
万
円
の
返

済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、

Ａ
と
Ｂ
の
間
で
は
、
Ａ
が
相
続
債
務

の
３
分
の
２
に
あ
た
る
２
０
０
万
円
、

Ｂ
が
３
分
の
１
に
あ
た
る
１
０
０
万

円
を
負
担
す
る
た
め
、
Ｂ
が
債
権
者

に
債
務
の
２
分
の
１
に
あ
た
る
１
５

０
万
円
を
返
済
し
た
場
合
に
は
、
自

己
の
負
担
割
合
を
超
え
る
部
分
（
50

万
円
）
の
支
払
い
を
Ａ
に
対
し
て
請

求
で
き
る
。

⑶
遺
贈
義
務
者
の
担
保
責
任

①
現
行
の
取
扱
い

　

遺
贈
義
務
者
の
担
保
責
任
と
は
、

小
林
章
子
●
こ
ば
や
し
・
あ
き
こ

大
和
総
研
研
究
員　

弁
護
士

金
融
商
品
取
引
法
・
会
社
法
の
ほ
か
、
金
融
・
証
券
税
制
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
う
。
著
書
と
し
て
、

「
税
金
読
本
」「
法
人
投
資
家
の
た
め
の
証
券
投
資
の
会
計
・
税
務
」（
い
ず
れ
も
共
著
、大
和
証
券
刊
）。

留
分
権
利
者
と
の
共
有
と
な
る
。
し

か
し
、
利
害
が
対
立
す
る
者
の
間
で

生
じ
た
共
有
関
係
は
、
そ
れ
を
解
消

す
る
段
階
で
も
新
た
な
紛
争
を
生
じ

る
な
ど
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

②
中
間
試
案
の
取
扱
い

　

中
間
試
案
で
は
、
遺
留
分
権
利
者

が
特
に
希
望
し
な
い
限
り
、
原
則
と

し
て
遺
留
分
を
侵
害
す
る
額
相
当
の

金
銭
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

⑵
減
殺
対
象
と
な
る
贈
与
の
見
直
し

①
現
行
の
取
扱
い

　

遺
贈
の
場
合
は
す
べ
て
の
贈
与
が

遺
留
分
の
減
殺
対
象
に
な
る
が
、
生

前
贈
与
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
相

続
開
始
前
の
１
年
間
に
さ
れ
た
贈
与

に
限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
判
例
上
、

相
続
人
に
対
す
る
生
前
贈
与
の
場
合

は
、
す
べ
て
の
贈
与
が
減
殺
対
象
と

す
る
取
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
。

②
中
間
試
案
の
取
扱
い

　

中
間
試
案
で
は
、
減
殺
対
象
と
な

る
相
続
人
に
対
す
る
生
前
贈
与
は
、

相
続
開
始
前
の
一
定
期
間
（
例
え
ば

５
年
間
）
に
さ
れ
た
も
の
に
限
定
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

相
続
人
以
外
の
者
の
貢
献

①
現
行
の
取
扱
い

　

相
続
人
が
被
相
続
人
の
介
護
な
ど

を
し
て
き
た
場
合
、
そ
の
貢
献
に
よ

り
被
相
続
人
の
財
産
が
維
持
・
増
加

さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、

そ
の
貢
献
を
「
寄
与
分
」
と
し
て
考

慮
し
て
、
そ
の
者
が
相
続
で
き
る
財

産
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
寄
与
分
の
制
度
は
、
相
続
人
以

外
の
者
に
は
適
用
さ
れ
な
い
た
め
、

公
平
を
欠
く
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

②
中
間
試
案
の
取
扱
い

　

法
定
相
続
人
以
外
の
者
も
、
被
相

続
人
の
介
護
な
ど
を
し
て
き
た
場
合

に
は
、
相
続
人
に
対
し
て
金
銭
を
請

求
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
。 
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